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成果品重点確認価格の算定について 

 

鳥取県総務部建築設計等業務成果品重点確認実施要綱（平成１９年８月１０日付第

２００７０００７４７８５号総務部長通知。以下「要綱」という。）第４条の規定に

基づき成果品重点確認価格の算定について必要な事項を次のとおり定める。 
 

１ 用語の定義 

この通知において使用する用語の意義は、要綱及び設計委託料算定基準（鳥取

県総務部）で使用する用語の例による。 

 

２ 成果品重点確認価格の決定権者 

 成果品重点確認価格の決定は、鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則

第３２号）の規定に基づく測量等業務の予定価格の決定権限を有する者に準じ、

次の表の左欄に掲げる委託対象設計金額の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定

める職員（以下「決定権者」という。）とする。 

委託対象設計金額 決定権者 

５,０００万円以上の業務 総務部長 

５,０００万円未満の業務 

 本庁の発注する業務 営繕課長 

５００万円未満の業務 

 東部生活環境事務所の発注する業務 東部生活環境事務所長 

中部総合事務所の発注する業務 中部総合事務所長 

西部総合事務所の発注する業務 西部総合事務所長 

 

３ 成果品重点確認価格の算出方法 

 成果品重点確認価格は、当該建築設計等業務の予定価格に対して１０分の 

８．５を乗じて得た額を上限に定めるものとする。 

（１） 予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額（小数点以下切捨て）を算出

する。 

（２） 入札書比較価格（予定価格から消費税及び地方消費税を除いたものをい

う。以下同じ。）算出の基礎となった「表－１ 建築設計等業務費の構成

」のうち次に掲げる額の合計額（千円未満切捨て）に、１００分の１０８

を乗じて得た額を算出する。 

ア 直接人件費＋特別経費 

イ 技術料等経費 

ウ 諸経費に５分の３を乗じて得た額（小数点以下切捨て） 

（３） （２）で算出した額が（１）で算出した額未満の場合は、（２）で算出

した額を成果品重点確認価格とし、（１）で算出した額以上の場合は、 

（１）で算出した額を成果品重点確認価格とする。 

（４） 特別なものについては、（１）から（３）までの算定手順にかかわらず

、予定価格に１０分の８．５を乗じて得た額を上限に決定権者が任意に定

めることができる。



（別 紙） 

 

表－１ 建築設計等業務費の構成 
　 　 　 　 　 　

設計業務委託料

給与

研修費

減価償却費

通信費

人件費

研究調査費

間接経費

ア

印刷製本費

複写費

諸経費

イ

ウ

消耗品費等

技術料等経費

業務価格

諸手当

会議費

交通費等

ア

直接人件費

法定保険料等

退職給与

賞与

直接経費

消費税等相当額

特別経費

想像力等の対価等

技術力の対価

 
 

４ 成果品重点確認価格の記載 

 成果品重点確認価格は、当該建築設計等業務の予定価格が決定した後、速やか

に２に定める決定権者が成果品重点確認価格調書（別紙様式）に記入するものと

する。
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別紙様式

                            

円 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

円 

  
業務名： 

円 

  

  

  

  

  

  

成果品重点確認価格に 

105 分の 100 を乗じて得た額

＜Ｉ＝Ｈ×100／108＞
  

  

成果品重点確認価格調書 

  

建築関係建設
コンサルタント業務

  

  

  

  

  

  

技術料等経費

直接人件費＋特別経費

  ＜Ｂ＝Ａ×0.85＞

＜Ｅ＞

諸経費

  

＜Ａ＞ 

３（１）の額

予定価格 

成果品重点確認価格 

   決定権者職氏名：

＜Ｇ＝（Ｃ＋Ｄ＋Ｆ）×108/100＞

３（２）の額

＜Ｆ＝Ｅ×3/5＞ 

３（２）ウの額

＜Ｄ＞

３（２）イの額 

＜Ｃ＞ 

３（２）アの額


